
仮称生駒市路上喫煙防止条例について

１ 「仮称生駒市路上喫煙防止条例」の３月議会上程の見送りについて

  ≪見送り理由≫

○国は、2020 年夏の東京五輪・パラリンピックの開催前に受動喫煙対策強化

【議員連盟】

   ・「受動喫煙防止施策推進法案」を通常国会に提出予定

   【政府】

   ・上記の法を受けて、臨時国会に規制法案を提出予定

・第１回受動喫煙防止対策強化検討チームの開催（H28.1.25）
   「論点」

   ・受動喫煙防止措置の対策とする施設・区域の範囲

   ・施設類型ごとに施設管理者等が行うべき受動喫煙防止措置

   ・規制を担保するための措置

① 施設管理者等に対する措置

② 喫煙者本人に対する措置

○国の受動喫煙対策推進法案との整合性を確保する必要

２ 今後のスケジュール（方向性）

【条例制定】

・国の動向（禁止区域・施設管理者責任等）の方向性を見極め、条例名称

も含め内容を検討し上程

【市民啓発】

・市民の受動喫煙の防止の理解を深めるため条例施行前にのぼりを設置し啓

発（公園、駅前等）
　

　

　

　

　

吸
う
場
所
で

　
　
　
　
わ
か
る
あ
な
た
の
思
い
や
り

　

　
　
　

　
　
　

　
受
動
喫

煙
の
防

止
に
ご
協

力
く
だ

さ
い

。

資料３


